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官民連携の取組み推進
水ｉｎｇ 水インフラ事業本部水インフラ企画管理副統括 鮎川 正雄

ジレンマ解消へ連携を
メタウォーター 執行役員・ＰＰＰ本部長 酒井 雅史

日本版官民連携を発信
月島機械 水環境事業本部事業統括部事業企画グループリーダー 怒木 茂

企業の経済性を発揮へ
オリジナル設計 設計計画本部水道部長代理 鈴木 真介

　当社は、前身の荏原製作所時代から100年以上、施設

の設計・建設・維持管理や薬品供給を通じて、水道事業

体とともに歩んでまいりました。水道事業の維持・向上

に関する専門委員会の報告書を拝読し、「当社のこれま

での取組みをさらに推進することが求められている」

というのが率直な印象です。

　とりわけ、水道事業を担う「人材の確保・育成」が最

優先で取り組むべき課題であろうと認識しておりま

す。当社は、全国約300カ所の施設で約2600人のオペレ

ーターが24時間365日、安全・安心な水を安定して届け

るために頑張っています。これは長年、当社が水道事業

に貢献してきた信頼の証でもあり、将来の水道事業を

下支えする原動力になると信じています。

　一方で、「官民連携の推進」も重要性を増していると

認識しております。日本初の民間主体による水道事業

運営会社である、広島県と水ｉｎｇの合弁企業「水みら

い広島」をはじめ、包括業務委託や第三者委託、ＤＢ、

ＰＦＩなどのさまざまな連携形態の実績を有していま

す。

　その業務を通じて、台帳整備や管路施設を含む維持・

修繕を数多く手掛けています。加えて、地域の雇用を創

出し、水道事業を担う人材の確保・育成や技術継承につ

なげ、平時の業務はもとより、災害時においても水道事

業体の職員とともに対応してまいりました。さらに、ク

ラウド型の維持管理・運営支援ＩＣＴサービス「Swing

water net」も活用し、当社が維持管理業務を受託して

いる施設を核とした、広域連携の一形態である「管理の

一体化」にも取り組んでいます。

　適切な管理による健全な施設の保持、人材の確保・育

成といった水道事業の持続性を確保するための取組み

は、一朝一夕で効果が上がるものではありません。当社

は、これまでの取組みをさらに推進し、水道事業体の良

きパートナー企業として、これからも水道事業の基盤

強化に貢献してまいります。

　今回取りまとめられた水道事業の維持・向上に関す

る専門委員会からの報告書「国民生活を支える水道事

業の基盤強化等に向けて講ずべき施策について」は、官

民連携に取り組む私どもにとって大きな励みになるも

のです。

　9回にわたる会合において、滝沢委員長の進行のも

と、現在の水道事業の課題抽出からその解決に向けた

役割分担の明確化、コンセッションに向けた検討に至

るまで、専門委員の先生方による活発な議論がなされ、

法改正に向けた整理ができたと感じております。

　私どもは発足以来、機電融合を進めながら、エンジニ

アリングだけでなく、さまざまな課題に対してソリュ

ーションを提供できる企業を目指しております。

　とりわけ官民連携を通じて、関係省庁、事業体、学識

者、地域、パートナー企業の皆さまとともに水道事業を

支えることのできる企業へと成長できるよう注力して

いるところです。その意味で、今後求められる民間企業

の役割の重さに身の引き締まる思いであると同時に、

課題解決にどのようなお手伝いができるのか自問しな

がら、安心してお任せいただくための実力を着実につ

けていきたいと強く感じております。

　しかしながら、現在の状況を解決していくに際して

の時間はあまり残っていないとの認識もあります。し

たがって官民が今まで以上に連携をしながら、課題解

決のさまざまなモデルを作り上げることが重要である

と感じております。私見ではございますが、お困りの事

業体さまほど、その課題の深刻さを自覚されながらも、

どうにもならないジレンマを抱えておられる状況では

ないかと拝察いたします。

　今こそ水道事業関係者が一丸となって世界に冠たる

「水道」を守っていく覚悟を持ち、私どももそのお手伝

いの一助となれるよう切磋琢磨していきたいと考えて

おります。

　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

　■専門委員会報告書に対する所感・評価

　水道事業の基盤強化に向けて有識者が、国、都道府県

および水道事業者の責務を明確にした意義は大きいと

感じています。

　また、現状把握（資産）と将来見通し（給水需要・改

築更新費用）に基づく水道水供給コスト（原料調達・製

造・物流・料金回収等）の試算結果と、その結果に見合

った対価（水道料金）の設定が、お客さま（市民）にわ

かりやすい情報公開の元で行われ、かつ定期的に水道

料金の見直しが行われることの意義も大きいと感じま

す。

　■報告書で注目すべきポイント

　やはり民間企業の当社にとって、注目すべきポイン

トは官民連携の推進となります。当社はこれまでも多

種多様な官民連携事業に参画してきましたが、「官民連

携を単に経費節減の手段としてではなく、水道事業の

持続性、公共サービスの質の向上に資するものとして

捉えるべき」との提言に、あらためて身が引き締まる思

いを感じています。

　水道事業を産業組織として考えると、飲料水を商品

とする巨大システム型産業であり、各工程（原料調達、

商品製造、物流、料金徴収）は細分化され、当社グルー

プだけではカバーできない領域がまだまだ多く存在し

ます。

　その状況でコンセッションへの参画となると、今ま

での官民連携事業で培ったノウハウ（ＳＰＣ運営、ファ

イナンス、ＥＰＣ、維持管理、リサイクル）を強みに、

地域に根ざした企業も含めた民民連携をさらに進めて

いかなければならないと痛感しています。

　■実現に向けて求められる展開

　適正なサービス対価が得られるのか懐疑的な状況で

は、民間も投資（ヒト・モノ・カネ）も消極的になり、

負のスパイラルが上下水道サービスの持続性を脅かす

ことになることが想定されます。

　公設公営による上下水道サービスの持続可能性を踏

まえ、俯瞰的にものを見ることができる関係省庁が一

緒になって、日本版官民連携の目的を議論し発信して

いただきたいと思います。

　■時代背景

　「水道事業の維持・向上に関する専門委員会」は、維

持・管理の時代へと変換した水道業界における時代の

要請であったと感じています。水道事業は、地方公営企

業法によって常に企業の経済性を発揮するとともに、

その本来の目的である公共の福祉を増進するように運

営されなければならないとされていますが、これまで

は行政や地域の実情に基づく経営判断によって「公共

の福祉増進」が優先されてきた感じがあります。

　■適切な資産管理の推進、持続可能なサービスに見

合う水道料金の設定

　水道台帳の整備や計画的な施設の更新、健全な経営

と適切な料金体系に関しては、このようなことを行わ

なかったらどうなるか？と考えてみると、これらはマス

トな取組みであると理解できます。

　大規模な水道事業体は水道事業が抱える共通の課題

に対して自主的に取り組んで水道業界を牽引していま

すが、中小規模の事業体においては職員が少なく、中長

期の事業運営を見据える人材を確保することが厳しい

状況にあります。

　国からの通達よりも拘束力のある法改正によって

「企業の経済性を発揮」へと前進すると考えられます

が、まずはその前段として現場の職員の増員や予算確

保が実現されることを期待しています。

　■広域連携の推進、官民連携の推進

　広域連携や官民連携は今後の水道事業者にとっての

選択肢であり、このようなことを行わなかったらどう

なるか？と考えてみると、連携推進はベターという位置

付けになります。構成団体、官と民、それぞれメリット

がデメリットより勝ることが推進の条件となります

が、法改正によりメリットがわかりやすく現実的とな

ることを期待します。

　■コンサルタントの役割

　水道事業者のための法改正であると期待する一方、

水道事業に携わる職員の負荷が今以上に大きくならな

いことを願っています。そのために私どもコンサルタ

ントが果たすべき役割は多く、マストな案件に対する

コンサルティングやシステム構築、民民の関係強化に

よる多様な連携提案等、これまで以上に積極的な支援

体制を展開しまいります。

利用者保護の視点重要
日水コン　常務執行役員・水道事業部長 間山 一典

　まずは、9回にわたる会合で、具体的かつ深い議論が

行われたことに敬意を表したい。特に水道法の目的・責

務にまで踏み込んだ議論は、今後の水道事業のあり方

の礎（いしずえ）になると思う。今回の提言が、水道法

改正に反映されるならば、広域的水道整備計画が法制

化された昭和52年の改正に匹敵するか、もしくはそれ

以上の大改正ではないかと感じている。

　提言の背景には、経営資源であるヒトの不足が深刻

化しつつあるのだろう。提言にある、広域化（計画）、

アセットマネジメント、料金改定などの取組みは、コン

サルタント業務に直結する。われわれコンサルタント

は、設計・施工監理などのものづくりや調査・計画など

で水道事業を支えてきた。これまでの事業領域は、確実

に技術継承していくが、今後はその領域をさらに広げ

ていきたい。

　当社では2020年を目標とする中期経営計画を策定

し、「新たな産業としてのコンサルタントの構築」をビ

ジョンとした。アセットマネジメントの国際規格（ＩＳ

Ｏ55001）も取得した。従来の設計・施工監理だけでな

く、マネジメントの部分でも水道事業を支援したいと

の思いである。

　今回の提言は、水道事業の持続を担保する取組みを

具体化したものであるが、利用者保護の視点でとらえ

ることが重要と思う。すなわち、水道利用者が持続的に

水道サービスを享受するために、子供・孫、将来世代に

残すべきものを考えていきたい。

　人材の問題は、水道事業だけでなく、われわれコンサ

ルタント業界も同様であり、民間企業の方との話の中

でも感じる。コンサルタントを含め、民間企業が水道事

業を支えていくために、チームとしての取組み、すなわ

ち、お互いの強みを生かし弱みを相互補完する多様な

連携を模索したい。

更新費確保の道筋示す
東京設計事務所 　執行役員・関西支社水道グループマネージャー 神保 史郎

　水道事業基盤強化方策検討会において専門委員報告

書が取りまとめられ、今後の水道行政において講ずべ

き施策の基本的な方向性と具体的な対応策が示されま

した。水道界が直面する給水量の減少、老朽化にどのよ

うに対峙し、いかに「清浄にして豊富低廉」を維持して

いくか、その道程が示されたこととなります。今後、こ

れらを実践すべく水道法の改正をはじめ、具体的な施

策が実施されることとなります。

　講ずべき施策について、その方向性を示すキーワー

ドとして、「広域連携」「官民連携」に加え「人材育成」

を挙げています。この中で「広域連携」においては具体

的なプレイヤーとして、都道府県は水道事業基盤強化

計画を策定し、広域化（事業統合）を中心とする広域連

携のコーディネーターとして主導することが明示され

ています。コンサルタントとしても広域化の検討に向

けた協議会、その後の統合計画等のお手伝いで貢献で

きると考えています。

　官民連携においては、官側に立ったアドバイザリー

業務だけでなく、民側の構成員として、より良い施設造

りとその運営に携わっていきたい。人材育成に関して

はコンサルタントも同様で、より魅力ある水道産業を

構築し優秀な人材を確保し育てることが、その次のス

テップにつながると確信しています。

　具体的な方策としては、台帳整備により資産を把握

し、点検を含む維持・修繕を実施しつつ、アセットマネ

ジメントを実施した上で、必要となる資金については、

水道料金により調達する道筋が示されています。当た

り前のことではありますが、日々の適正な維持管理を

行った上で、無駄のない効果的な更新を行い、必要とな

る資金については料金値上げでまかなう道筋が明確に

示された意義は大きいです。

　当然これらには、説明責任を果たす前提が加わりま

す。その各ステップにおいてコンサルタントとしての

専門性を発揮し、事業体のお手伝いができるよう、経験

を蓄積し水道界の発展と継続に貢献していきたい。

地域ニーズ適う水道を
日本水工設計 理事東京支社水道部部長・理事技術本部水道統括 矢神 洋一

　新年あけましておめでとうございます。当社は創立

以来、半世紀にわたり〝水と環境の総合コンサルタン

ト〟として、地球環境の保全および快適で安全なまちづ

くりに貢献してまいりました。今後とも水と環境の分

野におけるアセットマネジメントの秀でた技術力とノ

ウハウをもって、社会に貢献していきます。

　厚生労働省の「水道事業の維持・向上に関する専門委

員会」において、「国民生活を支える水道事業基盤強化

等に向けて講ずべき施策について」の報告書が取りま

とめられました。

　この報告書で、水道事業をめぐる現状の課題と、課題

に対する具体的な対応が挙げられています。

　この中で、適切な資産管理の推進として、「台帳整備」

「点検を含む維持・管理」「更新需要及び財政収支の見

通しの試算並びに計画的な更新」「給水需要に見合っ

た施設規模への見直し」等が挙がっていますが、アセッ

トマネジメント（資産管理）の計画、実践を行うことが

重要だと考えます。

　水道事業が継続していくために、中長期の更新需要、

財政収支見通しに基づく計画的な施設更新・資金確保

を認識するためにもアセットマネジメントの実践が必

要です。また、「義務付けるべき」とありますが、中小

事業体では人がいない、時間がない、などの理由で実施

が遅れることも考えられます。

　官民連携の推進においては、水道事業を支える職員

数は、これまでの徹底した組織人員の削減に加え、団塊

の世代と言われた経験豊富な職員が大量に退職してい

ることもあり、深刻な人員不足に直面しています。ま

た、水需要の停滞による料金収入の増加が期待できな

い状況から、老朽化施設の更新や耐震化対策などが進

捗していない状況です。

　これらの課題に対応していくために、官民連携等に

よる民間企業のノウハウを活用して効率よい水道の構

築を図ることにより、経営基盤の強化を図ることが望

まれます。現在、浄水場等の再構築などには、ＤＢ、Ｄ

ＢＯ、ＤＢＭなどの事業が多々発注されています。今後

は、水道施設の約6割を占めている水道管路の包括委託

なども視野に入れることも重要だと思います。

　水道事業が継続していくためには、水道事業者が危

機感を持って取り組んでいかなくてはならないと思い

ます。

　最後になりますが、当社は最新技術と豊富な実績・ノ

ウハウを基に水道事業の抱える本質的な課題を見極

め、限られたヒト・モノ・カネの中で地域ニーズに適う

〝次世代に引き継ぐにふさわしい水道の構築〟の実現に

向け、水と環境の総合コンサルタントとして今後も誠

実に取り組んでまいります。

　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

合理的なアセット実践
ＮＪＳ 東部支社東京総合事務所副所長・水道部長 大嶽 公康

　新年あけましておめでとうございます。専門委員会

報告書は、水道法改正に向けた提言として、安定的に水

道事業が継続するために講ずるべき施策が取りまとめ

られており、水道事業の基盤強化等を図るには重要か

つ効果的な内容だと思います。

　水道事業の基盤強化の具体的な対応としては、適切

な資産管理の推進、持続可能なサービスに見合う水道

料金の設定、広域連携の推進、官民連携の推進が挙げら

れています。これらは技術的・経営的に脆弱な事業体に

おいて重要な施策であり、特に中小事業体では資産管

理の推進を計画的に実施するべきです。

　適切な資産管理は安定的かつ持続的な水道事業の運

営の基礎となるものであり、水道事業の広域化におい

ても各事業体の正確な資産情報が必要となります。さ

らに、コンセッション方式を見据えた官民連携におい

ても、資産情報は民間側へ提示する不可欠な情報です。

中小事業体では施設台帳の整備が不十分な事業体が見

受けられるため、まず台帳整備等により現状把握を行

い、現況評価を踏まえた適切な点検・修繕の実施を継続

することが、合理的なアセットマネジメントの実践に

なると考えます。

　報告書ではこれらの施策の実現に向け、台帳整備や

維持・修繕を義務化する方針が掲げられていますが、厳

しい経営状況の事業体には実施困難な場合もあるた

め、国庫補助等の財政的な援助が望まれます。災害時等

にも活用するためには、台帳整備において記載すべき

事項や最低限のルールの整理、点検・維持管理マニュア

ルの整備が必要です。

　また、安定的な事業の継続が困難な事業体において

は、水道事業の広域化や広域連携、官民連携の推進によ

り水道事業の基盤強化を図ることが求められており、

施策の実施に当たっては国・都道府県の支援のみでな

く、コンサルタントが担う役割も大きいと感じています。

　当社としては、これらの施策を実現するために、技術

研鑽を行い、さまざまな形で積極的に支援していく所

存です。本年もどうぞよろしくお願いします。

報報告告書書のの実実現現へへ求求めめらられれるる視視点点
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